
サイクリストにやさしい駐車場 認定制度が始まります

車で来られる県外・県内のサイクリストが、駐車場を拠点にサイクリングを楽しんで頂くため、駐車場を提供してい
ただける商業施設などを『サイクリストにやさしい駐車場』に認定する制度を本日（４月７日）から開始します。
これにより、遠方から来られるサイクリストの皆さんは、認定施設の駐車場に車を停めて（無料）、そこを拠点に
サイクリングを楽しんで頂けます。

飲食 物販 シャワーor温浴施設

概念図

認定までの流れ

問い合わせ先
県土マネジメント部 道路建設課 自転車・交通環境係
連絡先:0742－27－8667

ロゴマーク
・ 無料で利用可能な車の駐車スペースの提供が可能

・ 以下のいずれかのサービスの提供が可能

認定要件

駐車場の事例

滋賀県守山市

Ｐ

「サイクリストにやさしい駐車場」申請
認定申請書を奈良県に提出してください。

申請内容の確認
認定条件を満たしているかの確認をします。

「サイクリストにやさしい駐車場」の認定
文書でお知らせすると共に、ならクル・サポーターのステッカーを
交付させていただきます。

広報・ＰＲ
奈良県のホームページ等で広報・ＰＲを実施します。


